
応募資格

① 市内出身者 ② 市外出身者

(１)
次の各号のいずれ
にも該当する者

ア 35歳以下であること（生年月日が昭和63年4月2日以降に生まれた方）
イ 大学等卒業後、県外において就業した実績がある
ウ 申請時点で県外に居住しており、かつ県内で就業していない

(２)
次にいずれかの大
学等に在学してい
た者

ア 大学院（修士課程及び博士課程前期に限る）

イ 大学
ウ 高等専門学校（第４・５学年及び専攻科に限る）

エ 短期大学
オ 専修学校専門課程
カ 山形県立産業技術短期大学校、同庄内校、

山形県立職業能力開発専門校

ア 山形大学農学部
イ 東北公益文科大学
ウ 鶴岡工業高等専門学校
エ 慶應義塾大学先端生命科学研究所
オ 鶴岡市立荘内看護専門学校
カ 酒田市立酒田看護専門学校
キ 酒田調理師専門学校

(３)
修学のため、次に
掲げる資金のいず
れかを利用した者

ア 日本学生支援機構第一種奨学金 イ 日本学生支援機構第二種奨学金 ウ 鶴岡市育英奨学金
※複数の大学等を卒業している場合、1つの大学等の在学期間に貸与を受けた1つの奨学金を対象とする
※市内に居住・就業する前に返済が終了する場合、支援額は0円

(４) 市内に事業所を有する法人、団体及び個人事業主への就業又は市内での創業を希望する者
※公務員になった者は本事業の対象外

(５)
次の各号のいずれ
にも該当する者

ア 申請日以降、令和6年10月31日までに市内に居住し、３年間以上継続して居住する見込み
イ 申請日以降、令和6年10月31日までに市内で正規雇用として就業又は創業し、３年間以上継続して就業する見込み

(6) やまがた就職促進奨学金返還支援事業（Uターン促進枠）へ応募すること ※当該事業の対象外となる者を除く

以下の①又は②それぞれについて、(１)～(6)の要件全てに該当する者

応募書類 以下に掲げる全ての書類

ア つるおかエール奨学金返済支援事業助成候補者認定申請書
イ やまがた就職促進奨学金返還支援事業助成候補者認定申請書【Uターン促進枠】
ウ 高校等の卒業証明書又は卒業証書の写し （※県外大学等の卒業者のみ）
エ 大学等の卒業証明書又は卒業証書の写し
オ 住民票の写し（マイナンバーの記載のないもので申請日前1か月以内に発行されたもの）
カ 県外での就業実績が確認できる書類（在職証明書、退職証明書等 ※原本。写し不可）
キ 奨学金貸与証明書の写し
ク 奨学金返還証明書の写し（申請日前1か月以内に発行されたもの）
ケ 申請者本人の所得に関する証明書の写し。収入がない場合は、収入がないことの証明書(所得証明書等)の写し

(申請時点で取得可能な直近の年のもの)

募集期間 令和5年7月3日（月）～8月31日（木）17時（必着）

募集にあたっては、HPに掲載の募集要項など内容を必ずご確認ください ⇒

提出・問合せ先 鶴岡市企画部政策企画課

奨 学 金 返 済 支 援 制 度
[鶴岡市奨学金返済支援事業]

現在、県外に居住する本市出身者等が

鶴岡市に就業した場合に奨学金の返済を支援

鶴岡市内に
居住かつ就業

就業後
3年以上勤務

奨学金の返済残額に相当する額の支援金を、
10年間で分割して給付

在学期間に借り入れた奨学金等の

返済残額相当額

（上限 月42,000円 × 修学年数分） （※2）

※1 市出身者のほか、庄内地域の高等教育機関に就学していた者を含む ※2  正規の修学年数が上限

鶴岡市出身者等が奨学金等を利用して進
学し、卒業後に市内に居住・就業した場
合に、奨学金の返済を支援します。

受付期間

7/3～8/31
[社会人応募枠]
助成候補者募集

[社会人応募枠]
就職している方等が対象

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9-25
0235-35-1184（内線565）

制度概要 支援金額

県外にいる鶴岡市出身者等 (※1)の方対象

要件

支援

【例】 ・4年制大学卒業 ・学生時の奨学金借入額：月5.1万円
・申請後、市内に居住・就業した時点で50万円を返済済み

上限4.2万円×48か月－50万円＝151.6万円


